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第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、ホテルその他の外客宿泊施設について登録制度を実施するとともに、これらの施

設の整備を図り、あわせて外客に対する登録ホテル等に関する情報の提供を促進する等の措置を講ずる

ことにより、外客に対する接遇を充実し、もつて国際観光の振興に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律で「ホテル」とは、外客の宿泊に適するように、造られた施設であつて洋式の構造及び

設備を主とするものをいう。 

２ この法律で「ホテル業」とは、ホテルにより人を宿泊及び飲食させる営業をいう。 

３ この法律で「旅館」とは、外客の宿泊に適するように造られた施設であつてホテル以外のものをい

う。 

４ この法律で「旅館業」とは、旅館により人を宿泊及び飲食させる営業をいう。 

 

第二章 ホテルの登録 

（ホテルの登録） 

第三条 ホテル業を営んでいる者は、ホテルごとに、第十九条及び第二十条の規定により観光庁長官の

登録を受けた者（以下「登録実施機関」という。）が行う登録を受けることができる。 

（登録の申請） 

第四条 前条のホテルの登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を登録実施機関

に提出しなければならない。 

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 

二 ホテルの名称及び所在地 

三 構造及び設備別の客室数、収容人員その他国土交通省令で定めるホテルの施設に関する事項 

四 第十条に規定する外客接遇主任者の氏名 

２ 前項の申請書には、ホテルの図面その他の国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。 

（登録の実施） 



第五条 登録実施機関は、前条の規定による登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録

を拒否する場合を除き、次に掲げる事項をホテル登録簿に登録しなければならない。 

一 前条第一項各号に掲げる事項 

二 登録年月日及び登録番号 

２ 登録実施機関は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録の申請者に通知する

とともに、国土交通省令で定める事項を公示しなければならない。 

（登録の拒否）第六条 登録実施機関は、第四条の規定による登録の申請が次の各号のいずれかに該当

するときは、その登録を拒否しなければならない。 

一 申請に係るホテルの施設及び宿泊に関するサービスが次の基準に適合しないものであるとき。 

イ 客室の構造及び設備並びに数が、外客の宿泊に適するものとして国土交通省令で定める基準に適合

するものであること。 

ロ ロビーその他の客の共用に供する室及び食堂の構造及び設備並びに規模が、外客の宿泊に適するも

のとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。 

ハ その他外客の快適性及び利便性を確保するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適

合するものであること。 

二 申請者が第十条の規定による外客接遇主任者を確実に選任すると認められない者であるとき。 

三 申請者がこの法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受け

ることがなくなつた日から一年を経過しない者であるとき。 

四 申請者が第十六条第一項又は第三項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から一年を経

過しない者であるとき。 

五 申請者が成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受け復権を得ない者であるとき。 

六 申請者が法人である場合において、その役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるとき。 

七 申請に係るホテルによるホテル業の経営が著しく不健全又は不確実であると認められるとき。 

２ 登録実施機関は、前項の規定により登録の拒否をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨

を登録の申請者に通知しなければならない。 

（登録事項の変更の届出） 

第七条 第三条の登録を受けたホテル（以下「登録ホテル」という。）によるホテル業（以下「登録ホテ

ル業」という。）を営む者は、第四条第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、その日から三十日

以内に、その旨を登録実施機関に届け出なければならない。 

２ 前項の規定による届出をする場合には、国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。 

３ 登録実施機関は、第一項の規定による届出を受理したときは、第十六条第一項又は第三項の規定に

より登録を取り消す場合を除き、届出があつた事項をホテル登録簿に登録しなければならない。 

４ 登録実施機関は、前項の規定による登録をしたときは、第五条第二項の国土交通省令で定める事項

に変更がある場合に限り、当該変更に係る事項を公示しなければならない。 



（名称の使用制限） 

第八条 何人も、登録ホテル以外の宿泊施設について登録ホテル又はこれに類似する名称を用いてはな

らない。 

（標識の掲示） 

第九条 登録ホテル業を営む者は、登録ホテルの見やすい場所に、国土交通省令で定める様式の標識を

掲示しなければならない。 

（外客接遇主任者の選任） 

第十条 登録ホテル業を営む者は、登録ホテルごとに、ホテルにおける外客の接遇について国土交通省

令で定める一定の実務の経験その他の要件を備える者のうちから、外客接遇主任者を選任し、外客に接

する従業員の指導、外客からの苦情の処理その他国土交通省令で定める外客の接遇に関する業務の管理

に関する事務を行わせなければならない。 

（料金及び宿泊約款） 

第十一条 登録ホテル業を営む者は、宿泊料金その他国土交通省令で定める業務に関する料金及び宿泊

約款を定め、実施前に、観光庁長官に届け出なければならない。これらを変更しようとするときも、同様

とする。 

２ 観光庁長官は、前項の料金又は宿泊約款が外客接遇上不適当であり、特に必要があると認めるとき

は、登録ホテル業を営む者に対し、その変更を指示することができる。 

３ 登録ホテル業を営む者は、国土交通省令で定めるところにより、第一項の料金及び宿泊約款を公示

しなければならない。 

（施設の維持等） 

第十二条 登録ホテル業を営む者は、登録ホテルの施設及び宿泊に関するサービスを第六条第一項第一

号の基準に適合するように維持しなければならない。 

２ 観光庁長官又は都道府県知事は、登録ホテルの施設及び宿泊に関するサービスが第六条第一項第一

号の基準に適合していないと認めるときは、当該登録ホテル業を営む者に対し、当該登録ホテルの施設

の改善その他その是正のために必要な措置を講ずべきことを指示することができる。 

３ 都道府県知事は、前項の規定による指示を行つたときは、その旨及び当該指示の内容を観光庁長官

に通知しなければならない。 

（遵守事項等） 

第十三条 この法律に規定するもののほか、登録ホテルの施設の管理の方法、外客に対する宿泊に関す

るサービスの提供に関する事項、外客に接する従業員に施すべき外客接遇上必要な教育の程度及び方法

その他外客の利便の確保のために登録ホテル業を営む者の遵守すべき事項は、国土交通省令で定める。 

２ 観光庁長官又は都道府県知事は、登録ホテル業を営む者が前項の国土交通省令で定める事項を遵守

していないため外客の利便が確保されていないと認めるときは、当該登録ホテル業を営む者に対し、登

録ホテルの施設の管理の方法の改善その他その是正のために必要な措置を講ずべきことを指示すること



ができる。 

３ 都道府県知事は、前項の規定による指示を行つたときは、その旨及び当該指示の内容を観光庁長官

に通知しなければならない。 

４ 登録ホテル業を営む者は、外客の利便の増進を図るため、登録ホテルにおける複数の外国語による

案内標識の整備、クレジットカードによる料金の支払を可能とする措置、インターネットを利用するこ

とができる機能を有する設備の整備その他の国土交通省令で定める措置を講ずるよう努めるものとする。 

（承継） 

第十四条 登録ホテル業を営む者がその営業又は事業の全部を譲渡し、又は賃貸したときは、譲受人又

は賃借人は、登録ホテル業を営む者の地位を承継する。 

２ 前項の賃貸が終了したときは、賃貸人であつた者は、登録ホテル業を営む者の地位を承継する。 

３ 登録ホテル業を営む者について相続、合併又は分割（その事業の全部を承継させるものに限る。）が

あつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割によりその事

業の全部を承継した法人は、登録ホテル業を営む者の地位を承継する。 

４ 前三項の規定により登録ホテル業を営む者の地位を承継した者は、その承継の日から三十日以内に、

その旨を登録実施機関に届け出なければならない。 

５ 第七条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による届出について準用する。 

（経営の委任等の届出） 

第十五条 登録ホテル業を営む者は、その営業若しくは事業の全部若しくは一部の経営を委任し、又は

その営業若しくは事業の一部を譲渡し、賃貸し、若しくは分割により承継させたときは、その日から三十

日以内に、その旨を登録実施機関に届け出なければならない。 

２ 登録ホテル業を営む者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人（解散が破産

手続開始の決定によるときは、破産管財人）は、その日から三十日以内に、その旨を登録実施機関に届け

出なければならない。 

３ 登録ホテル業を営む者は、その営業の全部又は一部を廃止したときは、その日から三十日以内に、そ

の旨を登録実施機関に届け出なければならない。 

（登録の取消し） 

第十六条 登録実施機関は、登録ホテル業を営む者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録

ホテルについて登録を取り消さなければならない。 

一 第六条第一項第二号から第七号までのいずれかに該当するに至つたとき。 

二 不正の手段により第三条のホテルの登録を受けたとき。 

２ 観光庁長官は、登録ホテル業を営む者がこの法律、この法律に基づく命令又は第十一条第二項、第十

二条第二項若しくは第十三条第二項の規定による指示に違反したときは、当該登録ホテルについて登録

をした登録実施機関に対し、その理由を示して、その登録を取り消すべきことを命ずることができる。 

３ 登録実施機関は、前項の規定により登録ホテルについて登録の取消しを命ぜられたときは、速やか



に、その登録を取り消さなければならない。 

４ 第六条第二項の規定は、第一項及び前項の場合に準用する。 

（登録の抹消） 

第十七条 登録実施機関は、第十五条第二項の規定による届出若しくは同条第三項の規定による営業の

全部を廃止する旨の届出があつたとき、前条第一項若しくは第三項の規定による登録の取消しをしたと

き、又は登録の抹消の申請があつたときは、当該登録ホテルの登録を抹消するとともに、その旨を公示し

なければならない。 


